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山口県商政課 
『新型コロナウィルス対策営業持続化補助金』の二次募集の開始について 
新型コロナウィルス感染症により大きな影響を受けている県内事業所に対して、業務の効率
化や新事業への取り組みを支援する制度であり、このたび多くの事業者ニーズに答えられる
ように、募集件数が大幅に拡大されました。（山口県商政課商工企画班☎083-933-3110） 
 

(1)対象者：各要件を全て満たす者 
①山口県内に主たる事業所を有する中小企業者（中小企業基本法第２条第１項に規定する事
業者）であること 

②業務の効率化（感染防止対策も含む）や新事業展開などを通じて、営業の維持発展を図る取
組を行う事業者であること 
③前年同月に比べ売上が減少していること 
※最近１ヶ月の売上高が前年同月比で減少し、かつ、その後２ヶ月を含む３ヶ月間の売上高が
前年同期比で減少することが見込まれるもの 
④新型コロナウィルス対策営業持続化等補助金（一次募集）の交付決定を受けていないこと 
(2)事業対象期間：４月１日（水曜日）～９月３０日（水曜日） 
※交付決定前に行われた事業に要する経費についても、令和２年４月１日以降の事業につい
ては対象とします 

(3)補助金額：１事業者あたり上限３０万円（補助率１０/１０） 
※募集件数は全県で８００件程度 
(4)申請方法 
○受付期間 
 令和２年６月１１日（木曜日）～６月３０日（火曜日）【消印有効】 
○必要書類 
 ・申請書と売上元帳などの売上高の減少を確認できる書類の写し 
○申請先：熊毛町商工会 
 
(5)取組の一例 
〇ホームページやチラシを作成して販路を開拓したい。 
〇商品のパッケージデザインを一新して、販促力を高めたい。 

〇テイクアウト販売に取り組みたい。 
〇テレビ会議システムを導入し、業務の効率化を図りたい。 
〇ホテルが新たに客室をテレワーク用に貸し出しする。 
〇顧客への感染防止対策の徹底とその取り組みを PR し集客 
に繋げていく。 

注意）備品購入（10 万円以上）や 
施設整備に係るものは対象外となります。 

※なお、県内の食事提供施設を対象とした『新型コロナウィルス対策営業持続化支援金（10
万円）』の受付は 6/30（火）までとなっておりますので、該当される事業所で申請されてな
い方は熊毛町商工会へご提出下さい。 

様式はこちらからダウンロード

できます↓ 

山口県商政課商工企画班 HP 

募集件数を大幅拡大！ 

このたび、山口県及び周南市から新たな緊急経済対策が発表されたため、コロナ対策増刊号を発行いたしま

した。裏面にはコロナ関連施策をリストアップ（R2.6.11 時点）しておりますので併せてご覧ください！ 



熊毛町商工会

種別 経営状況・対象等 施策等名称 制　度　の　概　要 問合せ先

業績が悪化した企業の支援 持続化給付金
売上が前年同月比50%以上減少した事業者
法人：最大200万円　　個人事業主：最大100万円
※申請期限：令和3年1月15日(金）

持続化給付金事業コールセンター
TEL:0120-115-570
※商工会にて申請方法等を指導

業績が悪化した企業の地代・
家賃負担軽減

家賃支援給付金

5月から12月の期間で、売上が前年同月比50%以上減少、又は連続する3カ月の
売上が前年同月比で30％以上減少した事業者
申請時直近の支払家賃（月額）に基づき算出される給付額（月額）の6倍（6カ月分）
※令和2年度第2次補正予算成立が前提

未定

県の休業要請により休業
新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金

県の休業要請に協力した事業者
1店舗(事業所)：15万円　2店舗(事業所)以上：30万円
※申請期限が令和2年6月30日（火）まで延長

山口県防災危機管理課
「休業協力要請・協力金相談窓口」
TEL:083-933-2455

影響のある食事提供施設
新型コロナウイルス対策
営業持続化等支援金

県内の食事提供施設（飲食店・喫茶店）を営業する事業者1事業者10万円
※申請期限：令和2年6月30日（火）

熊毛町商工会

休業手当を支給する事業者の
負担軽減

雇用調整助成金
一時休業等により雇用維持を図った事業主上限8,330円/人×休業日数
※上限額について引上げ見込み

ハローワーク下松又は山口労働局

子どもの小学校等の臨時休校等で
従業員が休業

小学校休業等対応助成金
小学校等の臨時休校により子どもの世話が必要となった従業員に対し、
特別休暇を取得させた事業主1日当たり上限8,330円
※上限額については引上げ見込み

子どもの小学校等の臨時休校等で
自分が休業

小学校休業等対応支援金
小学校等の臨時休校により子どもの世話が必要となり休業した個人事業主又は
フリーランス1日当たり上限4,100円
※上限額については引上げ見込み

セーフティネット貸付の
要件緩和

「売上高が5％以上減少」の要件緩和（今後の影響が見込まれる事業者も対象）

新型コロナウイルス感染症
特別貸付

直近1か月の売上高が前年同期又は前々年同期比5％以上減少した事業者
※無担保・当初3年間基準金利から▲0.9％
うち売上高20％以上減少は実質無利子
※小規模事業者15％以上減少、個人事業主要件なし

新型コロナウイルス対策
マル経融資

直近1か月の売上高が前年同期又は前々年同期比5％以上減少した小規模事業者
※無担保・当初3年間基準金利から▲0.9%
うち売上高15％以上減少（個人事業主要件なし)は実質無利子

熊毛町商工会

商工貯蓄共済特別融資
〔特認コロナ〕

商工貯蓄共済加入後6カ月以上経過し、対前年同月比で売上が減少した事業者
貸付期間：10年以内
貸付利息：1.4％
※商工貯蓄共済融資制度とは別枠で借入可能

山口県商工会連合会
熊毛町商工会

危機対応融資
直近1か月の売上高が前年同期又は前々年同期比5％以上減少した事業者
※無担保・当初3年間基準金利から▲0.9％
うち売上高15％以上減少(個人事業主要件なし)は実質無利子

商工中金各支店

新型コロナウイルス感染症
対応資金

セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた中小企業者
一定要件の下、当初3年間無利子　保証料率：条件により半額又はゼロに免除

経営安定資金
（新型コロナ対応分）

直近1か月の売上高が前年同月比で減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上
高が前年同期比で減少することが見込まれる中小企業者
保証料率：半額減免

新型コロナウイルス感染症
対応短期支援資金

学校の臨時休校等に伴い、従業員である保護者が休みやすいようにするための
対応について、短期の資金手当てを必要とする中小企業者等

【生産性革命推進事業】
ものづくり・商業・サービス
補助金

新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
【通常枠】補助上限：1,000万円　補助率：中小1/2、小規模2/3
【特別枠】補助上限：1,000万円　補助率：A類型2/3、B・C類型3/4
【事業再開枠(特別枠の上乗せ）】補助上限：50万円　定額（10/10）

山口県中小企業団体中央会
「山口県地域事務局」
TEL:083-922-2606

【生産性革命推進事業】
持続化補助金

小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を支援
【通常枠】補助上限：50万円　補助率：2/3
【特別枠】補助上限：100万円　補助率：A類型2/3、B・C類型3/4
【事業再開枠】補助上限：50万円　定額（10/10）　※通常枠・特別枠採択者のみ

熊毛町商工会

【生産性革命推進事業】
ＩＴ導入補助金

ＩＴツール導入による業務効率化等を支援
【通常枠】補助上限：30～450万円　補助率：1/2
【特別枠】補助上限：30～450万円　補助率：A類型2/3、B・C類型3/4
　　　　　　ハードウェア（PC・タブレット端末等）のレンタルも対象

サービス等生産性向上
IT導入支援事業 コールセンター
TEL:0570-666-424

アフターコロナに向け業務の
効率化や新事業展開を図りたい

新型コロナウイルス対策
営業持続化等補助金

業務の効率化や新事業展開等を通じて営業の維持発展を図る取組を行う事業者
小規模事業者：上限30万円（補助率10/10）
※申請期限：令和2年6月30日（火）

熊毛町商工会

観光分野での事業展開を図りたい
観光プロダクト造成促進
加速化事業補助金

体験型観光コンテンツの造成・販売に取り組む事業者
上限300万円、下限20万円（補助率3/4）
※申請期限：令和2年7月31日（金）

（一社）山口県観光連盟
ＤＭＯ推進部
TEL:083-924-0462

宿泊施設を利用して
テレワークを実施したい

宿泊施設テレワーク利用
補助金

宿泊施設を利用してテレワークを実施する中小企業者
補助対象経費の2/3以内（1回1人あたり上限4千円）1事業者あたり上限10万円
※申請期限：令和2年7月31日（金）

山口県労働政策課
TEL:083-933-3221

観光分野での事業展開を図りたい
観光客受入環境整備
緊急対策事業補助金

観光客来訪促進のため感染拡大防止対策の取組を行う宿泊施設
上限50万円（補助率10/10）
※申請期限：令和2年6月30日（火）17時

（一社）山口県観光連盟
誘客・プロモーション部
TEL:083-924-0462

納税が今は厳しい 納税の猶予
2020年2月以降の任意の期間において、事業等に係る収入が前年同期に比べて
概ね20％以上減少し、一時の納税を行うことが困難である方
１年間、国税・地方税の納税を猶予（無担保・延滞金なし）

・国税：徳山税務署
・県税：山口県税事務所
・市町税：周南市

社会保険料が払えない
厚生年金保険料等の
納付猶予

2020年2月以降の任意の期間において、事業等に係る収入が前年同期に比べて
概ね20％以上減少し、一時の納税を行うことが困難である方
1年間、厚生年金保険料等の納付を猶予（無担保・延滞金なし）

徳山年金事務所

公共料金が払えない 支払期限の延長等 各事業者により支払期限が延長されます。
・電気・ガス・電話：契約事業者
・上下水道：周南市

※各施策は変更になる場合もありますので、詳しくは熊毛町商工会にお問い合わせください。
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資金繰りのため融資を受けたい

新型コロナウイルス感染症関連施策一覧

令和２年６月１１日現在
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新型コロナウイルス感染症の影響を
乗り越えるために前向きな投資を行
う事業者支援

日本政策金融公庫徳山支店

学校等休業助成金・支援金等
相談コールセンター
TEL:0120-60-3999

［申込先］
・県内に支店のある各金融機関（銀
行・信用金庫・信用組合・商工中金
等）

［問い合わせ先］
・県内に支店のある金融機関
・山口県信用保証協会　各営業店
・山口県経営金融課
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